
 

ニセコ町手数料徴収に関する条例(平成12年条例第20号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(種類及び金額) (種類及び金額) 

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 

(1)～(29) （略） (1)～(29) （略） 

(30) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円 (30) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円 

(31)～(33) （略） (31)～(33) （略） 

(34) 住民票及び戸籍の附票の写しの証明手数料 (34) 住民票及び戸籍の附票の写しの証明手数料 

ア 住民票         1枚につき 200円 ア 住民票及び除票 1件につき 300円 

ただし、同一世帯の場合は1人を超えるごとに 20円  

イ 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの交

付請求があった場合の住民票 1件につき 200円 

(ただし、記載が複数葉にわたる場合も1件とする。) 

 

ウ 戸籍の附票 1枚につき 200円 イ 戸籍の附票 1枚につき 300円 

(35) 住民票の写し又は戸籍の附票の謄抄本の記載についての変更の

ない事の証明手数料 1件につき 200円 

(35) 住民票の写し又は戸籍の附票の謄抄本の記載についての変更の

ない事の証明手数料 1件につき 300円 

(36) 住民票及び戸籍の附票の閲覧手数料 1件につき 200円 (36) 住民票及び戸籍の附票の閲覧手数料 1件につき 300円 

(ただし、住民票は、1世帯又は1ケースをもって1件とし、戸

籍の附票は、1戸籍分をもって1件とする。) 

(ただし、住民票は、1世帯           をもって1件とし、戸

籍の附票は、1戸籍分をもって1件とする。) 

(37)～(50) （略） (37)～(50) （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 


